
第５７回技術情報検討会の結果概要 

令和５年３月１日 

原子力規制庁 

 

１．趣旨 

 本議題は、本年１月３１日に開催された第５７回技術情報検討会の結果概要

について報告するものである。 

  

２．報告内容  

 別紙のとおり。  
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第５７回技術情報検討会 結果概要 

 

１．開催日：令和５年１月３１日（火） 

 

２．出席者： 

田中委員、杉山委員、石渡委員、市村原子力規制技監、佐藤技術基盤グルー

プ長、森下審議官、技術基盤 G：遠山技術基盤課長・各安全技術管理官、原

子力規制部：各課長・安全規制管理官ほか、JAEA：西山センター長・天谷室

長 

 

３．主な内容 

（１）安全研究及び学術的な調査・研究から得られる最新知見 

  以下について報告及び議論を行った。 

 １）三陸沿岸における 1611 年慶長津波の短周期波の遡上について（案） 

  （概要） 

 北海道大学の山中氏、谷岡氏らの研究は、1611 年慶長津波の波源の位

置や規模について、岩手県三陸沿岸における津波痕跡記録を基に、震

源シナリオとして、独立した 2つの震源域を設定し、当該津波の周期

特性による局所的な波高増幅を、説明性の高い方法で論じている。 

 当該論文の地震規模は、現行審査における太平洋沿岸の基準津波の規

模より小さい。また、震源シナリオは、小谷鳥の津波特性に強く依存

した不確かさを含んでいるため、更なる検証を要する。他地域の津波

特性も調査し、より正確な波源モデルを開発する必要がある。 

  （議論） 

 当該津波については、データが完全にはそろっていないように思える。

二つの波源を設定するというモデルの妥当性がどの程度のものなの

かも含め、注意して調査をする必要がある。【石渡委員】 

 津波堆積物の年代推定の幅など、大きな不確かさがあり、津波堆積物

がどの津波イベントに対応しているのかというのが知見としては不

十分である。現在、地震・津波研究部門では、津波堆積物の不確かさ

を考慮した、既往巨大津波の波源推定手法の構築に取り組んでいる。

【山下調査官1】 

 「当該論文の二つの震源域に関する知見は、現行審査で扱われている

二つの大すべり域の設定方法に相当する」という記載があるが、「設

定方法に相当する」とは具体的にはどういうことか。【市村原子力規

 
1 地震・津波研究部門 山下技術研究調査官 
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制技監】 

 直接的に本知見が現行の審査内容と合致している訳ではないが、二つ

の震源域を想定して組み合わせるという考え方は、現行審査における

二つの大すべり域または超大すべり域の設定方法と一致している。

【山下調査官】 

 すべり量の大きさの組合せは他にもあるように思うが、一般的に考慮

すべきもの、しなくてよいものはあるのか。【田中委員】 

 一般的に、というのは難しいが、当該論文は津波痕跡記録を基に波源

モデルを設定しており、そのすべり量は、津波痕跡記録と合致する組

合わせを考慮している。【山下調査官】 

 地震・津波研究部門の取組は、この波源モデルも対象に取り入れてい

くとあるが、より津波痕跡記録と合う波源モデルを研究していくとい

うことか。【森下審議官】 

 そのとおりである。津波堆積物の信頼性や、不確かさというものを考

慮しながら、1611 年慶長津波の具体的な波源を推定しようとしてい

る。【山下調査官】 

（対応） 

 本知見は、基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイドの確認事項

である「国内外の津波事例の考慮」に関連する情報になることから、

審査部門に情報を提供・共有した。 

 引き続き、当該津波の震源メカニズムに関する研究をフォローし、安

全研究成果を含めて十分な情報が得られてから対応の方向性を判断

する。 

   

２）PRA に用いる非常用ディーゼル発電機の故障率について（案） 

（概要） 

 PRA においては、定例試験等で機器の不具合が発生した場合、要求さ

れた時間、機器がその機能を果たせるかを評価し、PRA に用いる故障

データとして収集するかを判断する必要がある。 

 米国においては、完全な機能喪失だけでなく、劣化であってもこれを

外挿し、要求された時間に照らして機能喪失するかを評価し、収集す

るかを決めることがある。 

 国内では、完全機能故障を故障データとして収集するとされており、

要求された時間に機器がその機能を果たせるかを評価する仕組みと

なっておらず、機器が機能を果たすべき要求時間についても明確では

ないため、要求された時間に照らして機能喪失した事例が、PRA に用

いる故障データとして収集されていない可能性がある。 
（議論） 
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 今回の報告の劣化というのは、非常用ディーゼル発電機 （DG）が運

転している間の劣化か、整備後に待機している間に生じる劣化か。ま

た、劣化の意味するところは、故障率が上がりやすくなるということ

か、発電する性能が低下するということか。【杉山委員】 

 劣化については、機能をどの程度維持しているかをみている。米国で

は、完全に機能が喪失しているもの、劣化して機能が低下しているも

の、軽微な不具合という三つの分類がされている。PRA に用いる故障

は、故障率に加味する必要があるのかを考える必要がある。【濱口調

査官2】 

 PRA は DG の故障か故障でないかの評価になるので、より詳しく情報

を取り扱う可能性があるという意味か。【杉山委員】 

 PRA で用いる故障率は、故障件数と運転時間で計算する。DG の不具合

を発見した際に、故障か故障でないかを判断するのが難しい場合があ

ると思うので、そこを評価して決めると理解している。【濱口調査官】 

 日本においては、電力中央研究所（電中研）の収集ガイドを用いて故

障データを収集しているとのことだが、収集ガイドは現在発行準備中

となっている。国内においても DG の故障の考え方が統一されていな

いということはないか。その場合、日米の故障率の比較表にある故障

率は厳密にいえば違うものを比較していることになり、PRA に影響す

るのではないか【森下審議官】 

 国内各事業者の故障の定義や考え方については今後聴取し、事業者の

現状や米国との比較を基に影響を確認したい。【濱口調査官】 

 今後の対応として、事業者の考え方を聴取するとあるが、電中研も含

めて意見を聞いてもいいのではないか。【佐藤技術基盤グループ長】 

 本件とは別に、検査の中で PRA モデルの適切性確認を実施しており、

その中で電中研にも故障率について意見を聴取しているので、それも

含め、整理したい。【濱口調査官】 

 米国では、劣化についても要求された時間に機能喪失するかを考慮し、

故障データを収集するとあるが、どのような経験によるものか。【田

中委員】 

 まだ調べ切れていないところであるが、米国の状況についても、引き

続き調査したい。【濱口調査官】 

 報告にあるディーゼル発電機は、電源車のような可搬型も含むのか。

1 月 28 日に日本原燃で発生した消防車の火災など、可搬型設備の点

検をしっかりできているのかが気になる。可搬型設備の点検は必要で

あり、現状は事業者任せになっていて、データとしてまとまった形に

 
2 シビアアクシデント研究部門 濱口主任技術研究調査官 
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ないのであれば、指導すべきと考える。【石渡委員】 

 そのとおりと考える。現状は、可搬型の設備含め十分なデータが取れ

ているとは言えない状況である。事業者においてデータを収集し、PRA

に反映する必要があると考えている。【武山検査監督総括課長】 

 本件は、重要な課題を指摘していると思う。PRA を有効に使う基本に

なる事項なので、DG に限らず、米国ではどのように PRA に用いる故

障データを収集・評価しているのか調査してほしい。実際の管理、メ

ンテナンスの有効性等については、PRA に用いるデータの収集とは別

の議論であるが、24 時間運転試験の評価について事業者から報告が

あると思うので、それも踏まえて議論してほしい。【市村原子力規制

技監】 

（対応） 

 事業者が PRA に用いる EDG の故障を抽出する際に、EDG が要求された

時間その機能を果たせるかの評価を行っているか、行っていない場合

はその理由、EDG が機能を果たすべき要求時間等について事業者等の

考え方を聴取する。 

 24 時間運転の実施結果を踏まえた今後の対応方針について、事業者

より聴取し、別途技術情報検討会に報告する。 

 

（２）国内外の原子力施設の事故・トラブル情報 

   以下について報告及び議論を行った。 

１）「原子力発電所の非常用電源系統の蓄電池の劣化加速」に関する事業者の

状況（中間報告） 

  （概要） 

 これまで、国内で蓄電池の容量劣化が確認されたのは使用期間 10 年

以降に実施した蓄電池容量試験で単セルの容量劣化が確認された事

例のみであり、蓄電池の劣化及び劣化評価に関して、緊急の規制対応

の必要性はないと考えられる。 

 国内の標準的な保安規定には、容量・劣化確認の具体的なサーベイラ

ンス要件が含まれておらず、事業者は、安全関連直流電源で使用して

いる蓄電池の容量劣化管理として、電池工業会規格等を参考に電圧や

電解液の液位や比重等の代用特性の把握により蓄電池の容量推移を

推定している。 

 これまでの容量試験実績について面談で聴取した結果、事業者ごとに

独自の手法を用いていることが判明したが、それぞれの技術的な妥当

性は、詳細には説明されていない。 
（議論） 

 各事業者がこれまでに実施した容量試験について、具体的なやり方の
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説明はあったのか。【森下審議官】 

 容量試験の適用規格については、日本電機工業会規格、電池工業会規

格及び JIS 規格を参考に実施していると説明があった。基本的には、

それに従い、運用中定期点検の中で健全性の確認を行い、異常が確認

された場合などに容量試験を行うものと認識しているが、詳細は今後

確認したい。【皆川調査官3】 

 各事業者の取替えを実施する目安等について、ローテーションを組ん

で取り替えをしていると理解してよいか。【佐藤技術基盤グループ長】 

 日本電機工業会規格の中に、例えば、運用期間中定期試験として６ヶ

月に 1 回実施する等されている。詳細については、今後確認したい。

【皆川調査官】 

 発電所ごとに別のメーカーが納品しているのであれば、各々の対応が

必要になるかと思うが、何社くらいあるのか。調査してほしい。【石

渡委員】 

 同じメーカーでも一律に管理するわけではないようだが、調達先等、

詳細は今後調査したい。【遠山技術基盤課長】 
（対応） 

 引き続き、事業者の劣化管理手法について、技術的な妥当性及び運用

の適切性を調査する。 

   

 

 
3 システム安全研究部門 皆川技術研究調査官 

6



第５７回 技術情報検討会 議事次第 

 

1. 日時：令和５年１月３１日（火） １０：００～１２：００ 

 

2. 場所：原子力規制委員会 １３階南会議室Ａ （TV 会議システムを利用） 

 

3. 議題 

(1)安全研究及び学術的な調査・研究から得られる最新知見 

1) 最新知見のスクリーニング状況の概要（自然ハザードに関するもの）（案） 

2) PRA に用いる非常用ディーゼル発電機の故障率について（案）  

 

  (2) 国内外の原子力施設の事故・トラブル情報 

  1) 「原子力発電所の非常用電源系統の蓄電池の劣化加速」に関する事業者の状況 

（中間報告） 

  

参考 
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配布資料 

議題(1) 

資料５７－１－１ 最新知見のスクリーニング状況の概要（自然ハザードに関するもの）

（案） 

資料５７－１－２ PRA に用いる非常用ディーゼル発電機の故障率について（案） 

 

議題(2)  
資料５７－２－１ 「原子力発電所の非常用電源系統の蓄電池の劣化加速」に関する事業

者の状況（中間報告） 

 

 

参考資料 

参考資料５７－１ 技術情報検討会フォローアップ 
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最新知見のスクリーニング状況の概要（自然ハザードに関するもの）（案） 

令和 5年 1月 31 日 長官官房 技術基盤グループ 

（期間：令和 4年 11 月 5日から令和 4年 12月 23 日まで） 

最新知見等 

情報シート番号 
件名 

スクリーニング結果 

(対応の方向性(案)) 
資料ページ 

22 地津-(D)-0019 三陸沿岸における 1611 年慶長津波の短周期波の遡上について iv) 2～4 

対応の方向性（案）：ⅰ）直ちに規制部等関係部署に連絡･調整し、規制庁幹部に報告する。ⅱ）対応方針を検討し、技術情報検討会へ諮問する。ⅲ）技術

情報検討会に情報提供･共有する。ⅳ）情報収集活動を行い、十分な情報が得られてから再度判断する（必要な場合には安全研究を実施

する）。ⅴ）安全研究企画プロセスに反映する。 ⅵ）終了案件とする。以下同じ。 

※フラジリティ分野の知見については「自然ハザード以外に関するもの」に分類する。 

 

  

資料５７－１－１ 

<技術情報検討会資料> 
技術情報検討会は、新知見のふるい分けや作業担当課の特定を目的とした事務的な会議体
であり、その資料及び議事録は原子力規制委員会の判断を示すものではありません。 
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最新知見のスクリーニング状況（自然ハザードに関するもの）（案） 

令和 5年 1月 31 日 長官官房 技術基盤グループ 

（期間：令和 4年 11 月 5日から令和 4年 12月 23 日まで） 

最新知

見等情

報シー

ト番号 

件名 情報の概要 受理日 

1 次スクリーニング 2 次スクリーニング 

対応の

方向性 
理由 

対応の

方向性 
理由 

対応

方針 

22 地

津 -

(D)-

0019 

三 陸 沿

岸 に お

け る

1611 年

慶 長 津

波 の 短

周 期 波

の 遡 上

に つ い

て 

掲載日 ：令和 4 年 7 月 6 日 

掲載誌 ：Progress in Earth and Planetary Science 

題 目 ：Short-wave run-ups of the 1611 Keicho tsunami along 

the Sanriku Coast 

著 者 ： 山中悠資*1、谷岡勇市郎*1      *1 北海道大学 

 

1611 年慶長津波（以下、当該津波）の波源の位置や規模につ

いては、不明な点が多い。当該論文では、岩手県三陸沿岸にお

ける津波痕跡記録を基に、当該津波の短周期波による局所的な

波高増幅に着目した震源シナリオを提案している。この震源シナ

リオは、日本海溝沿いの沈み込み帯のプレート境界浅部におい

て 2 つの独立した震源域ですべりが発生するものであり（合計：

Mw=8.5、北側：Mw=8.3、南側：Mw=8.3）、当該イベントの特徴の一

つとされる津波地震（注 1）の特性が反映され、三陸沿岸における

局所的な波高増幅を合理的に再現できると述べている。当該論

文の概要は以下のとおりである。 

・ 著者らは、岩手県三陸沿岸の小谷鳥（注２）で生じたとされる局

所的な波高増幅は、複数の短周期波による共振が主な要因と

している。そして、当該津波の波源モデルの候補として、短周

期波が卓越し、地震のタイプ（津波地震）が同じである岩手県

沖合に震源域を有する 1896 年明治三陸津波の波源モデル

（Satake et al.，2017）が有力であるとしている。しかし、この波

源モデルでは、宮城県岩沼周辺で大きな浸水があったとする

当該津波の歴史記録を再現することは難しい。そこで、宮城県

岩沼周辺にも大きな浸水を及ぼし、且つ、小谷鳥での局所的

な波高増幅を説明可能な周期及び位相の特性を有する震源

2022/12/23 ⅳ） 

・当該論文は、三陸沿岸におけ

る当該津波の周期や位相の

特性に着目して震源シナリ

オ（地震規模 Mw8.5 及び 2 つ

の震源域）を提案し、局所的

な波高増幅を説明したもの

である。 

・当該論文の地震規模は、現行

審査における太平洋沿岸の

基準津波の規模より小さい。

また、当該論文の 2 つの震源

域に関する知見は、現行審査

で既に扱われている2つの大

すべり域（または超大すべり

域）の設定方法に相当する。 

・当該論文では、津波の周期特

性による局所的な波高増幅

機構を説明性の高い方法で

論じている。現行審査ガイド

（基準津波・耐津波設計）で

は、津波による港湾内の局所

的な海面の固有振動の励起

を適切に評価することが記

載されているため、当該論文

の共振による波高増幅の影

響は考慮されている。 

・当該論文の知見は、審査ガイ
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3 

 

最新知

見等情

報シー

ト番号 

件名 情報の概要 受理日 

1 次スクリーニング 2 次スクリーニング 

対応の

方向性 
理由 

対応の

方向性 
理由 

対応

方針 

シナリオを宮城沖合海域に追加している。 

・ その結果、岩手県及び宮城県沖合における日本海溝沿いプレ

ート境界浅部で独立した 2 つの震源域（すべり量北側：20m、南

側：30m）を有する震源シナリオを得ている。 

・ ただし、上記で設定された 2 つの震源域のすべり量の大きさの

組み合わせは他にも考えられ、また、必ずしも当該津波が

2011 年東北津波よりも大きかったことを示すものではないとし

ている。当該論文の震源シナリオは、小谷鳥の津波特性に強く

依存した不確かさを含んでいるため、更なる検証を要するほ

か、他地域の津波特性も調査し、より正確な波源モデルを開発

する必要があると述べている。 

注1） 津波地震とは、単に津波を伴う地震を意味することもある
が、一般には、断層が通常よりゆっくりとずれて、人に感じら
れる揺れが小さくても、発生する津波の規模が大きくなるよ
うな地震を意味する。津波地震の例として、1896 年の明治
三陸地震が有名である。(地震本部 https://jishin.go.jp/ 
resource/terms/tm_tsunami_earthquake/) 

注2） 小谷鳥における 2011 年東北津波、1896 年明治三陸津波及
び当該津波を対象にした、礫性津波堆積物の円磨度に基づ
く津波浸水距離の推定法に関する論文について、第 55 回技
術情報検討会（R4.9.29）に報告している。 

【参考文献】 
Satake K, Fujii Y, Harada T, Namegaya Y (2013) Time and space 

distribution of coseismic slip of the 2011 Tohoku earthquake as 
inferred from tsunami waveform data. Bull Seismol Soc Am 
103:1473–1492.  

Satake K, Fujii Y, Yamaki S (2017) Different depths of near-trench 
slips of the 1896 Sanriku and 2011 Tohoku earthquakes. Geosci 
Lett 4:33.  

ドの確認事項である「国内外

の津波事例の考慮」に関連す

る情報になることから、審査

部門に情報を提供・共有し

た。ただし、提案モデルにお

けるすべり量の多様性つい

ては今後の検証を要する。 

・地震・津波研究部門では、当

該津波の波源モデルを推定

するための安全研究を実施

中である。今後の安全研究に

おいて当該論文の波源モデ

ルを検討対象に取り入れて

いく。 

・以上より、当該論文は現行規

制に影響を及ぼすものでは

ないと考えられるものの、当

該津波の地震規模が見直さ

れる可能性がある。今後も当

該津波の震源メカニズムに

関する研究を引き続きフォ

ローすることとし、安全研究

成果を含めて十分な情報が

得られてから再度判断する。 
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 PRA に用いる非常用ディーゼル発電機の故障率について（案） 

 

令和５年１月 31 日 

技 術 基 盤 課 

シビアアクシデント研究部門 

 

１．はじめに 

非常用ディーゼル発電機（EDG）の 24 時間連続運転試験については、事業者が

「施設管理 PDCA のインプットとする」として自主的に実施しているところであ

る1。 

連続運転試験の目的とは違うものの、確率論的リスク評価（以下、「PRA」とい

う。）に用いる故障率は、このような試験等で得た経験を基に算出されている。

PRA に用いる故障率に算入する故障(以下「PRA に用いる故障」という。)につい

て調査していることから、その概要について報告する。 

 

２．PRA に用いる EDG の故障の考え方 

試験時に不具合が発生した時点では機器の機能が失われていないものの、設

備保護の観点から機器を停止させることはありうる。PRA に用いる EDG の故障

は、PRA において要求された時間（例えば、24 時間）、その機能を果たせるかに

より判断する必要がある。  

このため、PRA に用いる故障について日本及び米国の考え方を調査した。 

 

２．１ 事業者が PRA に用いる故障 

事業者が PRA に用いる故障率は、一般社団法人電力中央研究所（以下、「電中

研」という。）が作成した「国内原子力発電所の PRA 用一般機器信頼性パラメー

タの推定」2（以下「電中研報告」という。）による。電中研報告は、国内プラン

トで収集した機器故障情報から、国内プラントの PRA に用いるための国内の平

均的な機器デマンド故障率及び機器時間故障率を推定したものとされ、機器故

障の起動失敗又は状態変更失敗及び継続運転失敗又は状態維持失敗を対象とし

ているとのことである。このうち、継続運転失敗とは、「運転中（または供用中）

の機器が、ある観測時間の間にある頻度で故障して運転停止（または供用状態機

能維持失敗）する確率事象である。」とされ、EDG の故障率は表 1 のとおり算出

されている。また、電中研報告においては、「完全機能故障である」場合に故障

 
1 事業者は、令和 3年 2 月 19 日の面談資料において、「長時間運転に関する実績は必ずしも多くないため、

現状のメンテナンスの妥当性を確認及び運転実績の蓄積を目的に 24 時間運転を実施し、その結果は、各

社適切に、施設管理 PDCA のインプットとする。」としていた。 
2 電中研研究報告 NR21002 

資料５７－１－２ 

<技術情報検討会資料> 
技術情報検討会は、新知見のふるい分けや作業担当課の特定を目的とした事務的な会議体 
であり、その資料及び議事録は原子力規制委員会の判断を示すものではありません。 
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データとして収集し、「機能維持している」場合は故障データとして収集しない

とされている3。 

 

２．２ EDG の故障に関する事業者の見解 

EDG の 24 時間連続運転試験において、2 台の EDG が不具合により停止したこ

とから、これらが PRA に用いる故障に当たるかを事業者に確認したところ、以

下のような説明があった（参考 1参照）。 

○各事業者はPRAに必要となる故障データ収集は、「確率論的リスク評価（PRA）

のための機器信頼性データ収集実施ガイド」4（以下、「収集ガイド」という。）

を用いている。 

○「PRA における機器故障」は「PRA において要求される機能を果たせない事

象（機能喪失）」を想定している。 

○各不具合事象はいずれも，「PRA における機器故障」として収集しない不具

合事象に該当すると判断した。 

 

２．３ 米国における PRA に用いる故障 

米国 NRC は、事業者の故障データ5を用いて機器故障率を算出6している。パ

ラメータ推定のためのハンドブック7では、PRA において要求される機能を果

たせない故障（機能喪失）を収集しているとされ、EDG の故障率は表 1のとお

り算出されている。また、同ハンドブックにおいて、PRA に用いる故障は完全

な機能喪失（Catastrophic failure）だけでなく、劣化（Degraded failure）

であってもこれを外挿し、要求された時間(Mission time)に照らして機能喪失

するかという観点から決めることがあるとされている8。 

  

 
3 電中研報告「図 3－2 PRA 機器故障率用データ収集手順」 
4 電中研にて現在発行準備中 
5 Industry Reporting and Information System (IRIS), NRC Reactor Operating Experience Data 

(NROD) 
6 米国における一般機器故障率、https://nrcoe.inl.gov/AvgPerf/ 
7 NUREG/CR-6823 Handbook of Parameter Estimation for Probabilistic Risk Assessment 
8 NUREG/CR-6823 の P5-6 参照 
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表１ PRA に用いる故障率（EDG の時間故障率）の比較 

 日本 米国 

作成者 電中研 米国 NRC 

故障モード 継続運転失敗 継続運転失敗9 

故障件数 7 172 

運転時間(h) 6,907 53,343 

機器数（基） 27 234 

故障率(/h) 1.1E-03 3.3E-03 

収集期間 
2004 年度～2010 年度 

（7年間） 

2006 年～2020 年 

（15 年間） 

 

３． 課題と今後の対応(案) 

PRA においては、定例試験等で機器の不具合が発生した場合、要求された時間、

機器がその機能を果たせるかを評価し、PRA に用いる故障とするかを判断する必

要がある。米国においては、劣化であってもこれを外挿し、要求された時間に照

らして機能喪失するかという観点から決めることがあるとされている。しかし、

電中研報告には「完全機能故障である」場合に故障データとして収集するとされ

ており、要求された時間機器がその機能を果たせるかを評価する仕組みとなっ

ていない。また、機器が機能を果たすべき要求時間についても明確ではない。こ

のため、要求された時間に照らして機能喪失した事例が、PRA に用いる故障とし

て収集されていない可能性がある。 

 以上を踏まえ、事業者が PRA に用いる EDG の故障を抽出する際に、EDG が要求

された時間その機能を果たせるかの評価を行っているか、行っていない場合は

その理由、EDG が機能を果たすべき要求時間等について事業者の考え方を聴取す

ることとしたい。 

なお、事業者は、24 時間運転の実施結果を踏まえ今後の対応方針について取

り纏めを実施し、4月末目途で報告資料を原子力規制庁に提出する予定とのこと

であり（参考 2参照）、この報告内容については、別途技術情報検討会に報告す

る予定である。 

 

参考１ 「浜岡 5号機非常用ディーゼル発電機 24 時間運転中における排気伸縮継手の

破損事象」「柏崎刈羽原子力発電所 6 号機(A)非常用ディーゼル発電機 24 時間

運転中における軸封部油漏れ事象」を踏まえた PRA データ収集における扱いに

ついて 

参考２ EDG24 時間運転の今後の対応方針検討スケジュール（案） 

 
9 Fails To Load And Run, Early 
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「原子力発電所の非常用電源系統の蓄電池の劣化加速」 
に関する事業者の状況（中間報告） 

令和 5 年 1 月 31 日 

技術基盤課 

1. 背景 
海外の原子力発電所（NPP）において、非常用直流電源系統の蓄電池の容量試験により、

技術仕様書の規定より早く電圧降下（劣化加速）する蓄電池が複数見つかったことが報告されて

いる。OECD/NEA の電源系統作業会（WGELEC）による国際調査報告では、蓄電池の劣化の

早期発見を可能にし、先行管理型の蓄電池交換を行えるよう、原子力発電事業者に 2 から 5 年

間隔の定期容量試験の実施を検討すべきと推奨している。 

以上の報告を受け、国内原子力発電所の非常用直流電源等の蓄電池の容量を対象とした

規則と標準的保安規定につき調査することとしたa。次いで、国内原子力発電所等における非常

用直流電源の蓄電池の容量劣化管理の実態を調査することとした。 

2. 規則と保安規定 
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則とその解

釈における全交流動力電源喪失対策設備に係る規則と解釈を表 1 に示すb。これらの規則では、

全交流動力電源喪失対策設備としての蓄電池には、必要な容量を有すること、すなわち、必要と

する電気容量を一定時間確保できることが求められているc。 

比較のため、保安電源設備に係る規則と解釈を表 1 に示す。非常用電源設備及びその附

属設備に対しても、蓄電池と同様に、十分な容量を有することが要求されている。さらに、解釈に

は、「十分な容量」が「非常用ディーゼル発電機（EDG）等の 7 日連続運転に必要な燃料貯蔵容

量」と具体的に定量化されている。一方で、蓄電池の容量に対しては、EDG に対する燃料貯蔵

量のような測定可能な静的状態量が解釈として与えられていない。 

 
a  第５３回技術情報検討会 資料５３－２－５ 
b  実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則とその解釈にも、ほぼ同内容の規則と解釈があ

る。 
c  重大事故等が発生した場合においては、所内常設蓄電式直流電源設備（3 系統目を含む）は、負荷切り離しを行

わずに 8 時間、必要な負荷以外を切り離して 16 時間の合計 24 時間にわたり、電気の供給を行うことが求めら

れている。 

資料５７－２－１ 
<技術情報検討会資料> 
技術情報検討会は、新知見のふるい分けや作業担当課の特定を目的とした事務的な会議体 
であり、その資料及び議事録は原子力規制委員会の判断を示すものではありません。 
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表 1 直流電源及び非常用電源に係る規則と解釈 
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設

備の基準に関する規則 同解釈 

（全交流動力電源喪失対策設備） 
第十四条 発電用原子炉施設には、全交流動力電源喪失時

から重大事故等に対処するために必要な電力の供給が交流

動力電源設備から開始されるまでの間、発電用原子炉を安

全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却す

るための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全

性を確保するための設備が動作することができるよう、これら

の設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設計基

準事故に対処するための電源設備（安全施設に属するもの

に限る。）を設けなければならない。 

第１４条（全交流動力電源喪失対策設備） 
１ 第１４条について、全交流動力電源喪

失（外部電源喪失及び非常用所内交流動

力電源喪失の重畳）に備えて、非常用所

内直流電源設備は、原子炉の安全停止、

停止後の冷却及び原子炉格納容器の健

全性の確保のために必要とする電気容量

を一定時間（重大事故等に対処するため

の電源設備から電力が供給されるまでの

間）確保できること。 
（保安電源設備） 
第三十三条 発電用原子炉施設は、重要安全施設がその機

能を維持するために必要となる電力を当該重要安全施設に

供給するため、電力系統に連系したものでなければならな

い。【中略】 
７ 非常用電源設備及びその附属設備は、多重性又は多様

性を確保し、及び独立性を確保し、その系統を構成する機械

又は器具の単一故障が発生した場合であっても、運転時の

異常な過渡変化時又は設計基準事故時において工学的安

全施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機

能を確保するために十分な容量を有するものでなければなら

ない。【以下省略】 

第３３条（保安電源設備） 
【中略】 
７ 第７項に規定する「十分な容量」とは、７

日間の外部電源喪失を仮定しても、非常

用ディーゼル発電機等の連続運転により

必要とする電力を供給できることをいう。

非常用ディーゼル発電機等の燃料を貯蔵

する設備（耐震重要度分類Ｓクラス）は、７

日分の連続運転に必要な容量以上を敷地

内に貯蔵できるものであること。 
【以下省略】 

 
表 2 に、標準的な保安規定aの非常用直流電源に対するサーベイランス要件（SR）について、

日米比較する。参考のため、ディーゼル発電機の燃料油等に対する SR を表 3 に示す。表 2 と

表 3 から、日米ともに EDG の燃料油の量を確認する SR が存在する一方で、蓄電池の容量を

確認する SR は国内の標準的な保安規定にはないことがわかる。米国では、供用試験、性能放

電試験または改良放電試験を行うことで、蓄電池容量を確認することとしている。これらの蓄電

池の試験は、米国規制ガイド RG1.129 改訂 3bに規定されており、同ガイドは IEEE 基準 450-

2010cをエンドースしている。 

なお、米国と異なり、国内の標準的な保安規定には、具体的な技術仕様・品質の確認に関す

る SR が含まれていない場合がある。蓄電池容量の確認方法については、電池工業会規格 SBA 

G 0606「蓄電池設備－劣化診断の技術指針」dが、据置蓄電池の容量劣化を診断する方法と基

 
a 国内原子力発電所の保安規定は非公開のため、標準的な PWR 向け保安規定情報が記載された「原子炉施設

保安規定に係る技術資料に関する報告書（その２）」（原子力安全基盤機構, 2005）を参照した。米国情報には、

ウェスチングハウス社 PWR の標準技術仕様書<Standard Technical specifications>を参照した。 
b REGULATORY GUIDE 1.129, Revision 3, MAINTENANCE, TESTING, AND REPLACEMENT OF 

VENTED LEAD-ACID STORAGE BATTERIES FOR NUCLEAR POWER PLANTS, 2013 
c  Institute of Electrical and Electronics Engineers, (IEEE) Standard 450-2010, IEEE Recommended Practice 

for Maintenance, Testing, and Replacement of Vented Lead-Acid Batteries for Stationary Applications, 
2011 

d  2022 年版が令和 4 年 11 月 11 日に発行された。 
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準を示している（表 4）。本技術指針は、据付け後の蓄電池の放電時間を把握する目的の容量

試験は簡単に実施できないことを考慮し、蓄電池の使用期間が適切に定めた取替え目安年数未

満の場合に限り、代用特性の把握で蓄電池の容量推移を推定することを認めている。ただし、蓄

電池の使用期間が取替え目安年数以上の場合は、全数を新品に交換（更新）することが前提条

件となっている。 

表 2 標準的な保安規定における非常用直流電源のサーベイランス要件 
国内 米国a 

第 77 条２．(1)：［発電室長］は、定期検査時に、非

常用直流電源の健全性を確認する。 

SR3.8.6.1：［7 日］ごとに、各蓄電池浮動電流が

［2A］以下であることを確認する。 
SR3.8.6.2：［31 日］ごとに、各蓄電池パイロットセル

の浮動電圧が［2.07V］以上であることを確認する。 
SR3.8.6.3：［31 日］ごとに、各蓄電池セルの電解液

液位が、設計限界値以上であることを確認する。 
SR3.8.6.4：［31 日］ごとに、各蓄電池パイロットセル

の温度が設計限界値以上であることを確認する。 
SR3.8.6.5：［92 日］ごとに、各蓄電池セルの浮動電

圧が［2.07V］以上であることを確認する。 
第 77 条２．(2)：［当直課長］は、モード 1、2、3 およ

び 4 において、1 週間に 1 回、浮動充電時の蓄電池

端子電圧が［127.1V］以上であることを確認する。 SR3.8.4.1：［7 日］ごとに、蓄電池端子電圧が最小

浮動充電電圧以上であることを確認する。 第 78 条２．(1)：［当直課長］は、モード 5、6 および

照射済燃料移動中において、1 週間に 1 回、浮動

充電時の蓄電池端子電圧が［127.1V］以上である

ことを確認する。 
国内には該当するものがない米国のサーベイランス要件b 

SR3.8.4.2：［18 か月］ごとに、最小浮動充電電圧以上で［4 時間］以上、充電器が［発電所供用系用は

400A、DG 系用は 100A］以上供給することを確認する。 
または、設計基準事象に対する放電後に多様な通常連続負荷の最大デマンドを供給しつつ、充電器が

蓄電池を［24］時間以内にフル充電できることを確認する。 
SR3.8.4.3：［18 か月］ごとに、蓄電池供用試験における設計負荷サイクルで要求される非常時負荷を蓄

電池容量が供給、維持するに十分であることを確認する。 
SR3.8.6.6：［60 か月］ごとに、ただし、期待蓄電池寿命の［85%］に到達しかつ容量が製造者定格の

100%未満の場合は 12 か月ごとに、期待蓄電池寿命の［85%］に到達しかつ容量が製造者定格の

100%以上の場合は 24 か月ごとに、性能放電試験または改良放電試験の際に、蓄電池容量が製造者

定格の［80%］以上であることを確認する。 
［ ］は、NPP ごとに異なる。 

 
a  Westinghouse Plants, Rev. 5 STS (NUREG-1431), Vol. 1, Specifications 
b  注書きを省略した。 
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表 3 ディーゼル発電機の燃料油、潤滑油および始動用空気のサーベイランス要件 
国内 米国 

第 76 条２．(1)：［当直課長］は、1 ヵ月に 1 回、所要の

ディーゼル発電機の燃料油貯油そうの油量、潤滑油タ

ンクの油量および始動用空気だめ圧力を確認する。 
燃料油貯油そうの油量（保有油量）：［226 m3］以上 

SR3.8.3.1：［31 日］ごとに、各燃料油貯蔵タンク

の保有油量が、燃料供給 7 日分以上であること

を確認する。 

国内には該当するものがない米国のサーベイランス要件 
SR3.8.3.3：燃料油試験プログラムに定める頻度で、新燃料油及び貯蔵油の性状を同プログラムに基づ

いて検査されていることを確認する。 
SR3.8.3.3：［31 日］ごとに、各燃料油貯蔵タンクに蓄積された水分をチェックし、除去する。 
［ ］は、NPP ごとに異なる。 

表 4 SBA G 0606:2022 の劣化診断の手順（抜粋） 

考え方 

劣化の判定 
据置蓄電池は、劣化の進行に伴い容量が減少する。基本的には、次回の

点検までに所定の放電時間が満足できなくなる時点で更新（全数を新品

に交換）するのがよい。 

容量試験 

蓄電池の放電時間を把握するには、容量試験を実施するのが望ましい。

ただし、現在運用している負荷を切り離すなど、簡単に実施することがで

きない場合には、代用特性の把握で蓄電池の容量推移を推定し、不良セ

ルの交換・補修を行う、又は適切な更新時期を見定める。 

手順 

一般 
診断レベルごとの診断項目、診断方法、評価・判定基準による診断結果

と不良セル数との割合（累積故障率）、取替えの目安年数から、不良セル

の交換、補修又は更新の措置を決める。 

使用期間の確認 
使用期間と取替えの目安年数を比較し、目安年数以上の場合は蓄電池

を更新する。目安年数未満の場合は、日常点検では一次劣化診断を、定

期点検では二次劣化診断をそれぞれ行う。 
取替え目安年数／

期待寿命*1) 
ベント形クラッド式（CS 形）：10 年／10－14 年 
長寿命制御弁式（長寿命 MSE 形）：13 年／13－15 年 

一次劣化

診断 
項目／周期／不

満足時措置 

①浮動充電中の総電圧、②外観、③電解液面、④蓄電池温度、⑤架台な

どの収納部／1 か月／二次劣化診断の要否判断。不要判断の場合は、

不良セルの交換又は補修が望ましい。 

二次劣化

診断 
項目／周期／異

常時措置 

①浮動充電中の総電圧とセル電圧、②電解液比重#1)、③蓄電池温度、④

浮動充電中のセル内部抵抗#2)、⑤蓄電池部品／6 カ月／1）累積故障率

が全体の 10%未満の時は、不良セルの交換又は補修する。2）10%以上

の時は更新する#3。 
*1) 一定条件下における高温加速試験や経験をもとに予想される設計上の寿命。製品寿命を保証するものではな

い。 
#1) 制御弁式据置蓄電池は除く。 
#2) ベント式据置鉛蓄電池は除く。 
#3) SBA G 0606：2013 では、「10%以上の時は三次劣化診断（容量試験）を実施する」と記載されている。この診断

では、JIS C 8704-1a、JIS C 8704-2-1b、JIS C 8704-2-2c等に準拠した容量試験を実施し、結果が定格容量の

80%以上である場合は不良セルを交換し、80%未満の場合は全セル更新を行う。 

 

 
a JIS C 8704-1：2006、据置鉛蓄電池− 一般的要求事項及び試験方法− 第 1 部：ベント形 
b JIS C 8704-2-1：2019、第 2-1 部：制御弁式−試験方法 
c JIS C 8704-2-2：2019、第 2-2 部：制御弁式−要求事項 

20



5 

3. 蓄電池の容量劣化管理の実態と課題 
事業者と面談を行いa,b、安全関連直流電源で使用している蓄電池の容量劣化管理の実態に

ついて情報を得た。蓄電池は、電池工業会規格 SBA G 0606:2013「蓄電池設備－劣化診断の

技術指針」等を参考にしつつ、電圧や電解液の液位や比重等の代用特性の把握により蓄電池

の容量推移を推定できるとの考えにのっとり、事業者ごとに異なる劣化管理（蓄電池取替え）手

法を用いて、蓄電池が必要な容量を有することを推定しているが、事業者ごとに行っている劣化

管理手法が必要な容量を有することを確認する方法として妥当であるかについては、説明されて

いない。（表 5）。 

表 5 蓄電池の取替目安と技術的妥当性、容量試験実績 

事業者 型式 取替目安 
（メーカ推奨） 技術的妥当性、容量試験実績 

北海道 ベント式 17 年 
（10－14 年） 

 他部門の使用実績の平均をとり 17 年に設定。 
 13 年使用した安全系蓄電池及び 17 年使用した同型式 蓄電池の容量

試験を実施し、設計容量以上であることを確認。 
 これまでの定期点検結果から、機能性能上問題ないことを確認。 
 使用期間 8 年以降に不定期の容量試験を実施（実績あり）。 

東北 ベント式 15 年 
（10－14 年） 

 メーカ推奨を参考に、日常点検等の結果を踏まえ、交換を計画。 
 使用期間 13 年を目途に不定期の容量試験を実施（実績あり）。 

東京
HD 

ベント式 14 年 
（10－14 年） 

 社内交換基準ガイド（電池工業会指針ならびに工場試験データをもとに

策定） 
 容量低下が見受けられないときは取替目安年を延長可能。 
 使用期間 8、10、12、14 年及び 15 年以降に毎年容量試験を実施。 

制御弁

式 
14 年 

（13－15 年） 

北陸 ベント式 15 年 
（10－14 年） 

 メーカ推奨。過去に一部の蓄電池に対して容量試験を行い、取替時期・

頻度は妥当と評価。 
 容量試験は実施していない。 

中部 ベント式 10 年以降 
（10－14 年） 

 容量試験の結果に応じて取替え。 
 使用期間 10 年以降、蓄電池の点検周期に合わせて容量試験を実施。 

関西 ベント式 15 年 
（10－14 年） 

 メーカ推奨を考慮し、過去の供用期間中の容量試験結果ならびに火力

部門及び他電力原子力プラントのベンチマーク結果を踏まえ設定。 
 容量試験は実施していない。 

中国 
ベント式 10－14 年 

（10－14 年）  定期点検結果を踏まえ、メーカ推奨を考慮。 
 容量試験は実施していない。 制御弁

式 
13－15 年 

（13－15 年） 

四国 ベント式 15 年 
（10－14 年） 

 同型式の経年使用後の容量試験結果。 
 保全実績から、機能性能上問題ないことを確認。 
 使用期間 9 年を目途に不定期の容量試験を計画（実績なし）。 

九州 ベント式 10－14 年 
（10－14 年） 

 JEM1431cに基づき、メーカ取替推奨の 60％程度以降に実施する容量

試験の結果。 
 使用期間 10～14 年を目途に不定期の容量試験を計画（実績なし）。 

 
a  国内原子力施設における蓄電池の劣化に関する原子力エネルギー協議会等との面談、令和 4 年 08 月 26 日、

https://www2.nra.go.jp/data/000403006.pdf 
b  国内原子力施設における蓄電池の劣化に関する原子力エネルギー協議会等との面談、令和 4 年 12 月 22 日、 

https://www2.nra.go.jp/data/000418547.pdf 
c （一社）日本電機工業会、JEM1431：原子力発電所用据置鉛蓄電池の試験方法、2008 年 
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事業者 型式 取替目安 
（メーカ推奨） 技術的妥当性、容量試験実績 

原電 
ベント式 10－14 年 

（10－14 年） 

 設置後 10－14 年の間に容量試験を行い、その結果についてメーカと

協議した結果。 
 使用期間 10～14 年を目途に不定期の容量試験を実施（実績あり）。 

制御弁

式 
13－15 年 

（13－15 年） 
 3 ヵ月毎の電圧、内部抵抗測定を実施し、劣化兆候を把握するととも

に、メーカ推奨を考慮。 
電発 － 未設置 － 

原燃 ベント式 18 年/15 年

（18 年/15 年） 

 蓄電池性能、環境影響を考慮したメーカ推奨年。 
 社内マニュアルに基づき、日常点検、定期点検を実施し状態監視。 
 容量試験は実施していない。 

 

4. 今後の対応案 
原子力情報公開ライブラリー（NUCIA）の情報検索機能を使って、国内 NPP 及び原燃サイク

ル施設における蓄電池・充電装置のトラブルまたは保全品質情報を検索したが、事例は 1 件も

見つからなかった。事業者面談で示された情報でも、使用期間 10 年以降に実施した蓄電池容量

試験で単セルの容量劣化が確認された事例以外には容量劣化に係る情報はない。したがって、

蓄電池の劣化及び劣化評価に関して、緊急の規制対応の必要性はないと考えられる。 

しかしながら、「蓄電池が必要な容量を有すること、すなわち、必要とする電気容量を一定時

間確保できること」という規制要求に対して、米国と異なり国内の標準的な保安規定には、国内

外の据置蓄電池の規格・指針等に準拠して容量・劣化確認するといった具体的なサーベイランス

要件が含まれていないことがわかった。一方で、事業者は、事業者ごとに異なる劣化管理（蓄電

池取替え）手法を用いて、蓄電池が必要な容量を有することを推定している。 

しかし、この事業者独自の劣化管理手法が、特に経年蓄電池が必要な容量を有することを

確認する方法として妥当であるかどうか及びその手法を適切に事業者が運用しているかどうか

については、さらなる確認が必要である。このため、経年蓄電池が必要な容量を有することを確

認する方法の妥当性、その手法を適切に事業者が運用しているか等について、引き続き調査す

ることとしたい。 
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安全研究及び学術的な調査・研究から得られる最新知見の状況 

2023 年 1 月 31 日 

 

１．2次スクリーニングの対象になったもの（ⅰ、ⅱ、ⅲ） 
初回報告 案件名 担当 追加報告 最新状況 

第 31回 

（平成 30年 04 月 16 日） 

地震調査委員会「千島海溝沿

いの地震活動の長期評価（第

三版）」について 

地震･津波研究部門 

地震・津波審査部門 

  適合性審査において確認す

る 

 地震調査委員会が公表する

知見を収集 

第 34回 

(平成 30年 11 月 21 日) 

PCMI 破損しきい値未満で燃

料破損に至った NSRR 実験

(OS-1)について 

システム安全研究部門 第 49回 

(令和 3年 9月 9日) 

 PCMI 破損しきい値の改定を

不要としたが、引き続き、安

全研究の中で確認中 

第 34回 

(平成 30年 11 月 21 日) 

乾式キャスクの遮蔽評価に

使用する断面積ライブラリ

について 

放射線・廃棄物研究部門   2023 年度までに得られる

結果を技術文書として取り

まとめる 

第 34回 

(平成 30年 11 月 21 日) 

大山火山のマグマ供給系に

関する知見について 

地震･津波研究部門 

 

  査読論文として公表された

のち、再検討。その後、委託

研究成果報告を基に令和元

年 6 月バックフィット対応

となる。同年 12 月に論文公

表になるもスクリーニング

アウト。 

 事業者から設置変更許可申

請書を受理（令和元年9月）、

その後、審査結果案の取り

まとめ、意見募集等を経て、

設置変更の許可及び後段規

制の取扱いについて決定さ

れた（令和 3年 5月）。 

第 36回 

(平成 31年 4月 17 日) 

地震調査委員会「日本海溝沿

いの地震活動の長期評価」に

ついて 

地震･津波研究部門 

地震・津波審査部門 

  地震調査委員会が公表する

知見の収集 

<技術情報検討会資料> 
技術情報検討会は、新知見のふるい分けや作業担当課の特定を目的とした事務的な会議体 
であり、その資料及び議事録は原子力規制委員会の判断を示すものではありません。 参考資料５７－１ 
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第 37回 

(令和元年 6月 19 日) 

福島県による津波浸水想定

について 

地震・津波研究部門 

東京電力福島第一原子力発

電所事故対策室 

  特定原子力施設監視・評価

検討会等において確認 

第 38回 

(令和元年 9月 4日) 

キャスクのスラップダウン

落下試験から得られた最新

知見について 

地震・津波研究部門   評価手法の保守性を検討

し、検討結果を安全研究成

果報告にて公表。 

第 38回 

(令和元年 9月 4日) 

中性子照射がコンクリート

の強度に及ぼす影響に関す

る知見について 

システム安全研究部門   NRA 技術報告を発行（令和元

年 8月） 

 経年劣化管理に係る ATENA

との実務レベルの技術的意

見交換会（第 3回：令和 2年

5 月 22 日、第 4 回：令和 2

年 6 月 1 日）において、電

気事業者の対応状況を確認 

 NRA 技術報告発行後の高経

年化技術評価書で同報告の

知見を判定基準としている

ことを確認 

第 39回 

(令和元年 11月 20 日) 

航空機落下事故に関するデ

ータについて 

シビアアクシデント研究部

門 

  NRA ノートを発行 

第 39回 

(令和元年 11月 20 日) 

重大事故環境下におけるケ

ーブルの絶縁特性評価につ

いて 

システム安全研究部門   NRA 技術報告を発行（令和元

年 11月） 

 経年劣化管理に係る ATENA

との実務レベルの技術的意

見交換会（第 3回：令和 2年

5 月 22 日、第 4 回：令和 2

年 6 月 1 日）において、電

気事業者の対応状況を確認 

第 41回 

（令和 2年 5月 11 日） 

「内閣府「日本海溝・千島海

溝沿いの巨大地震モデルの

検討について（概要報告）」に

ついて 

地震・津波研究部門 

地震・津波審査部門 

研究炉等審査部門 

東京電力福島第一原子力発

電所事故対策室 

第 45回 

(令和 3年 4月 14 日) 

 現在審査中の施設（大間、東

通）については、審査の中で

本知見の取扱いを確認 
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第 43回 

(令和 2年 10 月 29 日) 

接地型計器用変圧器の支持

部にガタが有る場合の衝撃

耐力 

に係る試験結果について 

地震・津波研究部門   令和 2 年 10 月 30 日の面談

において事業者に周知 

第 44回 

（令和 3年 1月 27 日) 

土木学会論文集掲載の論文

「海底地すべりによる津波

の将来想定手法の提案」につ

いて 

地震･津波研究部門 

地震・津波審査部門 

  事業者の自主的な取り組み

である安全性向上評価の中

で取り扱うのが適当 

第 45回 

(令和 3年 4月 14 日) 

NRA 技術報告「野島断層の断

層破砕物質を用いた地震性

すべりの直接的年代測定手

法の検証」について 

地震・津波研究部門   NRA 技術報告を発行 

 令和 3年 4月 16 日の ATENA

との連絡会議で事業者に周

知済み 

第 45回 

(令和 3年 4月 14 日) 

NRA 技術報告「原子炉施設の

建屋三次元地震時挙動の精

緻な推定に資する影響因子

の分析とそのモデル化に関

する検討」について 

地震・津波研究部門   NRA 技術報告を発行 

 

第 45 回 

(令和 3年 4月 14 日) 

航空機落下事故に関するデ

ータについて 

シビアアクシデント研究部

門 

  NRA ノートを発行 

第 50回 

(令和 3年 10 月 14 日) 

千葉県の太平洋岸における

歴史記録にない津波の痕跡

の発見について 

地震･津波研究部門 

地震・津波審査部門 

  研究動向に注視し、情報収

集を行う 

第 52回 

(令和 4年 3月 10 日) 

航空機落下事故に関するデ

ータについて 

シビアアクシデント研究部

門 

  NRA ノートを発行 

第 53回 

(令和 4年 5月 26 日) 

高分解能な 3 次元地震波速

度構造解析による姶良カル

デラ下のイメージング 

について 

地震・津波研究部門   事業者に対して周知する 

 令和 4年 12 月 8 日の ATENA

との連絡会議で事業者に周

知済み 

第 54回 

(令和 4年 7月 28 日) 

NRA 技術報告「防潮堤に作用

する最大持続波圧評価式の

提案」について 

地震・津波研究部門   NRA 技術報告を発行 

 「耐津波設計に係る設工認

審査ガイド」の別添とする

改定作業を実施中 
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２．その他 
初回報告 案件名 担当 追加報告 最新状況 

第 32回 

(平成 30年 6月 20 日) 

デジタル安全保護系の共通

要因故障(CCF)対策設備に関

する調査結果について 

技術基盤グループ 第 1回検討チーム1 

（令和元年 10月 30 日） 

第 2回検討チーム 

（令和元年 10月 30 日） 

第 3回検討チーム 

（令和元年 12月 04 日） 

第 4回検討チーム 

（令和 2年 01月 29 日） 

第 69 回原子力規制委員会 

令和 2年 3月 11 日 

第 73 回原子力規制委員会 

令和 2年 3月 23 日 

第 15 回原子力規制委員会 

令和 2年 7月 8日 

第 5回検討チーム 

（令和 2年 10月 06 日） 

第 33 回原子力規制委員会 

（令和 2年 10月 21 日） 

第 25 回原子力規制委員会 

（令和 3年 7月 30 日） 

 ATENA より実施状況の報告

を定期的に受けている 

第 37回 

(令和元年 6月 19 日) 

「一相開放故障事象に対す

る国内原子力発電所の対応」

状況報告 

技術基盤課 第 40回 

(令和 2年 2月 26 日) 

意見聴取会 

（令和 2年 8月 5日） 

第 42 回 

(令和 2年 8月 19 日) 

 意見聴取の結果を第 55 回

技術情報検討会に報告 

 
1 発電用原子炉施設におけるデジタル安全保護系の共通要因故障対策等に関する検討チーム 
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意見聴取会 

(令和 4年 8月 3日) 

第 55 回 

（令和 4年 9月 29 日） 

第 39 回 

(令和元年 11月 20 日) 

電磁両立性（ＥＭＣ）に係る

海外の規制動向の調査につ

いて 

技術基盤課 

システム安全研究部門 

第 44回 

(令和 3年 1月 27 日) 

意見聴取会 

(令和 3年 12 月 16 日) 

第 51 回 

(令和 4年 1月 20 日) 

意見聴取会 

(令和 4年 9月 12 日(P)) 

第 55 回 

（令和 4年 9月 29 日） 

 意見聴取の結果を第 55 回

技術情報検討会に報告 

第 42回 

(令和 2年 8月 19 日) 

サンプスクリーンを通過し

たデブリが炉心に与える影

響に関する米国の対応状況

及びこれを踏まえた国内の

対応について 

技術基盤課 

システム安全研究部門 

シビアアクシデント研究部

門 

実用炉審査部門 

意見聴取会 

(令和 2年 12 月 7 日) 

第 44 回 

(令和 3年 1月 27 日) 

意見聴取会 

(令和 3年 5月 28 日) 

第 47 回 

(令和 3年 7月 8日) 

意見聴取会 

（令和４年６月１６日） 

第 54回 

（令和４年７月 28日） 

 事業者から聴取した結果、

長期炉心冷却に問題がない

ことが確認できたため、内

規の改正は行わないことと

する 

第 45回 

(令和 3年 4月 14 日) 

非常用ディーゼル発電機の

24 時間連続試験 

技術基盤課 第 49回 

(令和 3年 9月 9日) 

第 54 回 

(令和 4年 7月 28 日) 

 第 57 回技術情報検討会に

報告(P) 

第 49 回 

(令和 3年 9月 9日) 

米国における原子炉安全停

止に係る火災の影響軽減に

関する規制要件の調査結果

技術基盤課 

システム安全研究部門 

  事業者における検討状況等

について、時期をみて公開

で意見を聴取 
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とそれを踏まえた対応 

第 50回 

(令和 3年 10 月 14 日) 

ノルウェーエネルギー技術

研究所ハルデン炉における

問題とその影響 

原子力規制企画課 

技術基盤課 

  三菱重工より最終報告書を

受領し、日本電気協会に提

供。（令和 4年 12月 5 日） 

 今後実施される影響評価の

内容について日本電気協会

から聴取 

第 52回 

(令和 4年 3月 10 日) 

雷による建屋内の放射線計

測装置等の挙動について 

技術基盤課 

実用炉監視部門 

  関連した知見の蓄積を進め

る 

第 54回 

(令和 4年 7月 28 日) 

PWR１次系ステンレス鋼配管

の応力腐食割れの対応 

技術基盤課 

システム安全研究部門 

専門検査部門 

意見聴取会 

(令和 4年 6月 24 日) 

 ATENA の取組及び ATENA レ

ポートについては、面談、

意見聴取等をとおして引き

続き聴取 
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